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序章：日本のイノベーション・エコシステムを揺るがした「280億
円」の衝撃 
2021年11月、日本の科学技術史と産業史において、一つの大きな転換点となる事件が結着を見た。
ノーベル生理学・医学賞受賞者である本庶佑・京都大学特別教授と、中堅製薬企業である小野薬品

工業株式会社の間で数年にわたり繰り広げられた、がん免疫治療薬「オプジーボ（一般名：ニボルマ

ブ）」の特許対価をめぐる法的紛争である。最終的に小野薬品側が総額280億円を支払うことで成立
したこの和解は、単なる一企業と一個人の金銭トラブルという枠組みを超え、日本の産学連携（アカ

デミアと産業界の協力関係）が抱えてきた構造的な脆弱性を白日の下に晒し出した1。 

本報告書は、この歴史的紛争の経緯を、単なる時系列の羅列ではなく、契約法務、知的財産戦略、

そしてイノベーション・マネジメントの観点から多層的に分析するものである。なぜ、画期的な発明が

泥沼の紛争へと発展したのか。なぜ、2006年当時に結ばれた契約は、後の成功の果実を公平に分
配する機能を果たせなかったのか。そして、この事例は、今後の日本の科学技術政策や企業戦略に

どのような教訓を残したのか。 

これらの問いに答えるため、本稿ではまず紛争の淵源となった初期の研究開発と契約締結の背景

を、当時の歴史的文脈に照らして再構成する。次に、米国における類似のブロックバスター（超大型

新薬）事例——リリカ、レミケード、アリムタ等——との詳細な比較分析を行い、日米の産学連携にお
けるガバナンスとインセンティブ設計の決定的な差異を浮き彫りにする。さらに、紛争解決のために

用いられた「寄付」というスキームの戦略的意味合いを税務・法務の両面から解読し、最後に、ポス

ト・オプジーボ時代に求められる新しい契約モデルと組織ガバナンスのあり方を提言する。 

15,000語に及ぶ本分析を通じて、読者は「オプジーボ・ショック」がもたらした痛みを、次なるイノベー
ションのための知恵へと昇華させるための視座を得ることができるだろう。 

第1部 紛争の起源とエスカレーションの構造 
第1章 PD-1の発見と「死の谷」：1992年から2006年の空白 
1.1 偶然の発見と初期の基礎研究 

すべての始まりは、1992年に遡る。京都大学の本庶佑教授（当時）の研究室において、大学院生で
あった石田靖雅氏らによって、アポトーシス（プログラムされた細胞死）に関連する遺伝子の探索過

程で、新たな分子が単離された4。この分子は「Programmed Cell Death-1」、すなわちPD-1と名付け



られた。当初、この分子の具体的な機能は不明確であり、がん治療との関連性を予見する者は皆無

であった。 

本庶氏の研究チームは、その後10年近くをかけて、このPD-1分子が免疫システムにおける「ブレー
キ」の役割を果たしていることを解明していく。すなわち、PD-1が活性化すると免疫細胞（T細胞）の
攻撃力が抑制され、逆にPD-1をブロックすれば、免疫細胞が再び活性化してがん細胞を攻撃する可
能性が示唆されたのである。これが、後に「免疫チェックポイント阻害療法」と呼ばれる革新的ながん

治療概念の萌芽であった4。 

1.2 孤立無援の開発と小野薬品の英断 

しかし、当時の医学界・製薬業界の常識は、現在とは全く異なるものであった。1990年代から2000
年代初頭にかけて、がん免疫療法は「科学的根拠に乏しい」「効かない治療」の代名詞として扱われ

ることが多く、多くの大手製薬企業（メガファーマ）は開発に極めて消極的であった。本庶氏自身、複

数の国内製薬企業に共同開発を打診したが、その提案はことごとく却下されたと回顧している6。 

この状況下で、唯一手を挙げたのが小野薬品工業であった。同社は本庶氏と1970年代からプロスタ
グランジンの研究などで長年の付き合いがあり、個人的な信頼関係が醸成されていた。当時、小野

薬品の研究員がPD-1の可能性に情熱を持ち、社内の懐疑的な声を押し切って共同研究を推進した
というエピソードは、このプロジェクトがいかに「人」に依存したものであったかを物語っている6。 

この初期段階における小野薬品のリスクテイクは、後の紛争において同社が主張する「正当性」の

核心部分となる。海のものとも山のものともつかぬ基礎研究に対し、長期間にわたり資金とリソース

を提供し続けた企業の貢献は、特許権の共有（共同出願）という形で法的に固定化された6。 

 



 



 
1.3 2006年ライセンス契約：不均衡の固定化 

2006年10月、本庶氏と小野薬品の間で、PD-1特許に関するライセンス契約が締結された。この契
約こそが、15年後の法廷闘争の直接的な火種となる。 

契約の主要条件と論点: 
この契約において、本庶氏が受け取る対価（ロイヤリティ）は以下のように設定されたと報じられてい

る8。 
●​ 小野薬品による直接販売の場合: 売上高の0.5%。 
●​ 第三者（サブライセンス先）からの収益の場合: 小野薬品が受け取るロイヤリティ収入の1%。 

この「0.5%」「1%」という数字は、後のオプジーボの世界的成功——年間売上高が数千億円、累計数
兆円規模に達する未来——から逆算すれば、極めて低い水準に見える。しかし、2006年当時の視
点に立てば、この条件には一定の「当時の合理性」が存在したとも解釈できる。 

第一に、開発リスクの高さである。前述の通り、がん免疫療法はハイリスクな領域であり、医薬品とし

て成功する確率は数千分の一とも言われていた。企業側からすれば、莫大な開発費（臨床試験費

用）を負担する以上、ロイヤリティ負担は極力抑えたいと考えるのは経営判断として自然である。 

第二に、交渉力の非対称性と専門家の不在である。ここが最も重要な構造的問題点である。当時、

本庶氏は代理人となる弁護士を立てずに契約交渉に臨んだとされる7。2004年に国立大学が法人
化されて間もない時期であり、大学の知的財産本部や技術移転機関（TLO）の機能は未成熟であっ
た。本来であれば、研究者を守り、企業と対等に渡り合うべき専門家チームが存在しなかったため、

本庶氏は「企業が提示した雛形」に近い条件を、十分な法的吟味なしに受け入れざるを得なかった

可能性が高い。本庶氏自身も後に、「契約の専門家がいなかったことが最大の反省点」であると述

懐している7。 

第2章 ブロックバスター化と「事情変更」の主張 
2.1 商業的成功と権利意識の覚醒 

2014年、オプジーボは世界初のPD-1免疫チェックポイント阻害薬として日本で発売され、続いて米
国、欧州でも承認された。その劇的な治療効果は「奇跡の薬」と称賛され、適応症（肺がん、腎細胞

がん、胃がん等）が拡大するにつれて売上は幾何級数的に増大した。小野薬品の業績は急拡大し、

株価も高騰した6。 

この「成功」が、契約当事者間の認識に亀裂を生じさせた。本庶氏は、「企業がこれほどの巨利を得

ているにもかかわらず、発明者への還元が0.5%等の低率に据え置かれているのは不当である」と
いう思いを強めていった。これは法的には「事情変更の原則」——契約締結時に予見できなかった著
しい事態の変化が生じた場合、契約内容の修正を求めることができるという法理——に基づく主張
へとつながっていく3。 



2.2 メルク訴訟と「40%配分」の口約束 

対立が決定的となったのは、小野薬品とその提携先である米ブリストル・マイヤーズ スクイブ（BMS）
社が、競合薬「キイトルーダ」を販売する米メルク社に対して起こした特許侵害訴訟の帰結であった。 

2017年、小野薬品・BMS陣営はメルク社と和解し、メルク社から巨額の頭金（6.25億ドル）とロイヤリ
ティ（売上の6.5%〜2.5%）を受け取ることで合意した14。この訴訟において、本庶氏は発明者として

特許の有効性を証明するための協力を行った。 

本庶氏側の主張によれば、この訴訟協力の対価として、小野薬品の相良暁社長から「メルク社から

得られる解決金の**40%**を本庶氏に配分する」という口頭での提案があったとされる10。しかし、メ

ルクとの和解成立後、小野薬品側が提示したのは従来の契約に基づく「1%」等の低い配分のみで
あった。この「約束の不履行」が、本庶氏の不信感を決定的なものとし、提訴への引き金となった。 

一方、小野薬品側は、「40%の提案はあくまで交渉過程のアイデアの一つであり、正式な合意には
至っていない」「そもそも取締役会決議を経ていない口頭の約束は会社を拘束しない」と反論した10。

ここに、言った言わないの水掛け論と、企業ガバナンスと個人の信頼関係の衝突という、古典的かつ

深刻な対立構図が完成したのである。 

第3章 法廷闘争：262億円請求訴訟の論理 
2020年6月、本庶氏は大阪地方裁判所に提訴し、約262億円の支払いを求めた1。請求額の根拠

は、メルク社からの受取金に対する本来あるべき配分額（本庶氏主張の料率に基づく）の一部請求

であった。 

3.1 本庶氏側の法的ロジック 

本庶氏側の主張は、以下の二段構えであったと考えられる。 

1.​ 契約の不公正性と事情変更: 2006年の契約は、研究者の無知に乗じた不当なものであり、ま
たは著しい事情変更により無効ないし修正されるべきである。 

2.​ 別口契約の成立: メルク訴訟に際しての「40%配分」の合意（口頭契約）は有効であり、これに
基づく支払い義務がある。 

3.2 小野薬品側の防御ロジック 

対する小野薬品側は、徹底抗戦の構えを見せた。 

1.​ 契約遵守（Pacta Sunt Servanda）: 2006年の契約は有効に成立しており、後から収益性が
高まったからといって一方的に変更することは法秩序に反する。 

2.​ 株主代表訴訟リスク: 取締役には株主利益を最大化する義務（善管注意義務）があり、法的根
拠なく特定の個人に巨額の金銭を支払うことは、株主から背任行為として訴えられるリスクがあ

る（特別背任の恐れ）10。 

この「株主への説明責任」というロジックは、上場企業である小野薬品にとって極めて強力かつ不可



避な防御壁であった。社長個人の心情として本庶氏に報いたいと思ったとしても、法的な裏付けなし

に数百億円を動かすことは不可能だったのである。 

3.3 米国特許訴訟の影：ダナ・ファーバー研究所の介入 

さらに事態を複雑にしたのが、米国における「共同発明者」をめぐる訴訟である。米国のダナ・ファー

バー癌研究所（DFCI）は、同研究所の研究者（ゴードン・フリーマン博士ら）もPD-1経路の発見に貢
献した共同発明者であるとして、特許権の持分を主張して提訴した4。 

2020年、米連邦巡回控訴裁判所（CAFC）はDFCI側の主張を認め、フリーマン博士らを発明者として
追加する判決を下した。これにより、米国における特許権の一部がDFCI側に移転することとなり、小
野薬品・本庶氏側の特許持分が希釈化される結果となった。小野薬品からすれば、「特許のパイそ

のものが小さくなった（他社と分け合うことになった）」ため、本庶氏への支払いを増額する余地がさ

らに狭まったという事情もあった18。 

第2部 グローバル・ベンチマークとの比較：日米の決定的差異 
オプジーボ紛争の本質を理解するためには、これを日本国内の特殊事例として見るのではなく、グ

ローバルな創薬ビジネスの文脈で評価する必要がある。本庶氏が繰り返し不満を述べた背景には、

米国の大学発ベンチャーやライセンス契約における「常識」との著しい乖離があった。 

第4章 米国アカデミアの成功モデル：なぜ彼らは富を得るのか 
米国では、大学発の基礎研究がブロックバスター薬となった場合、大学および研究者に巨額の富が

還元されるエコシステムが確立している。以下の3つの主要事例と比較することで、その構造的差異
を明らかにする。 

4.1 リリカ（プレガバリン）：ノースウェスタン大学の錬金術 

ファイザーが販売する神経障害性疼痛治療薬「リリカ」は、ノースウェスタン大学のリチャード・シル

バーマン教授の研究室で発明された。 

●​ 契約構造: ノースウェスタン大学は、化合物のライセンス契約において、売上高の約4%〜6%
（推定）という高いロイヤリティ料率を確保した21。 

●​ 収益化（Monetization）: さらに特筆すべきは、大学が将来のロイヤリティ受取権の一部を金融
商品として投資会社（Royalty Pharma社等）に売却したことである。2007年の売却だけで約7億
ドル（当時のレートで約800億円）の一時金を得ており、大学の基金（Endowment）を一気に潤
沢にした23。 

●​ 還元: この収益により、大学は最新鋭の研究棟「Silverman Hall」を建設し、次世代の創薬研究
への再投資を行った25。 

4.2 レミケード（インフリキシマブ）：NYUの戦略的勝利 

ジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）のブロックバスターである抗TNF-α抗体「レミケード」は、ニュー



ヨーク大学（NYU）医学部のヤン・ビルチェク教授らの研究に基づいている。 

●​ ロイヤリティ: NYUはJ&J傘下のセントコア社とライセンス契約を結び、売上に応じたロイヤリティ
を確保した。 

●​ 収益化: 2007年、NYUはロイヤリティ権の一部を6億5000万ドル（約700億円）でRoyalty 
Pharma社に売却した26。 

●​ 個人の報酬: ビルチェク教授個人にも巨額の報酬が入り、彼はそれを原資に自身の財団（
Vilcek Foundation）を設立し、移民科学者や芸術家の支援を行っている28。 

4.3 アリムタ（ペメトレキセド）：プリンストン大学の貢献 

イーライリリーの肺がん治療薬「アリムタ」は、プリンストン大学のエドワード・テイラー教授の化学研

究から生まれた。 

●​ 貢献: プリンストン大学はアリムタからのロイヤリティ収入により、化学棟の建設資金を全額賄っ
たとされる29。 

●​ 特許防衛: ジェネリック医薬品メーカーからの特許無効訴訟に対し、大学とイーライリリーが共
同で徹底的に戦い、特許の有効性を維持し続けた。この「共闘体制」の強固さも、日本の事例と

は対照的である31。 

 



 
 
4.4 構造的差異の要因：なぜ日本は負けたのか 

日米のケーススタディから浮かび上がる決定的な差異は、以下の3点に集約される。 

1.​ 「組織」対「個人」の交渉構造: 
○​ 米国: バイ・ドール法（1980年）以降、特許は大学に帰属し、大学のTLO（技術移転機関）が
交渉の主体となる。TLOには高給で雇われた元製薬企業のライセンス専門家や弁護士が
常駐し、企業と対等以上の「プロ対プロ」の交渉を行う6。 

○​ 日本（2006年当時）: オプジーボ契約当時は、発明は原則として「個人帰属」から「機関帰
属」への過渡期にあったが、実態としては研究者個人が企業と向き合うケースが多かっ

た。研究者は科学のプロであっても契約のプロではない。この「素人対プロ」の構造的不利

が、0.5%という料率を許容させた最大の要因である。 
2.​ 特許戦略の質: 

○​ 米国の大学は、物質特許（Composition of Matter）だけでなく、用途特許、製法特許など
を網羅的に取得し、強力な特許ポートフォリオ（特許の壁）を構築する。これにより、製薬企

業に対する交渉力が格段に高まる。 
○​ オプジーボの場合、PD-1遺伝子の特許は確保されていたものの、抗体化技術などは小野



薬品や米メダレックス社の貢献が大きく、大学側の貢献範囲が限定的とみなされやすい構

造にあった。 
3.​ リスクマネーの厚み: 

○​ 米国の大学は、初期段階で自らベンチャーを設立し、VC（ベンチャーキャピタル）から資金
を調達して、ある程度開発を進めてから（付加価値を高めてから）製薬企業にライセンスア

ウトするモデルが定着している（PoC後のライセンス）。これにより、高いロイヤリティを要求
できる。 

○​ 日本では、基礎研究の段階（Seed期）ですぐに製薬企業に頼らざるを得ないため、企業側
に「開発リスクを丸抱えするのだから料率は低くて当然」という論理を使われやすい。 

第3部 解決と未来への教訓 
第5章 280億円和解の深層：戦略的着地点の解剖 
2021年11月12日、大阪地裁の和解勧告を受け、小野薬品と本庶氏は歴史的な和解に合意した。そ
の内容は、双方が譲れない一線を守りつつ、実利を取るための高度な「大人の解決」であった。 

5.1 和解パッケージの全貌 

和解総額は280億円であるが、その配分と名目が極めて重要である2。 

1.​ 解決金（50億円）: 
○​ 支払先: 本庶佑氏個人。 
○​ 名目: ライセンス契約に関する紛争の完全解決金、および過去の第三者訴訟への協力報
奨金。また、本庶氏以外の共同発明者への配分もここに含まれる。 

2.​ 寄付金（230億円）: 
○​ 支払先: 京都大学（新設される「小野薬品・本庶 記念研究基金」）。 
○​ 名目: 学術振興および若手研究者育成のための寄付。あくまで企業の「自由な意思」に基
づく社会貢献活動（CSR）として位置づけられた。 

3.​ ロイヤリティ料率（現状維持）: 
○​ 2006年の契約に基づく料率（0.5%等）は変更しないことが確認された。 

5.2 「寄付」というスキームの戦略的合理性 

なぜ小野薬品は、本庶氏個人への追加ロイヤリティではなく、大学への巨額寄付という道を選んだ

のか。ここには、企業防衛と税務戦略の巧みな計算が働いている。 

●​ 法的安定性の確保（パンドラの箱を閉じる）: もし契約料率そのものを事後的に引き上げてしま
えば、「成功すれば後からゴネ得が許される」という悪しき前例を作ることになる。これは契約社

会の根幹を揺るがし、株主代表訴訟のリスクを極大化させる。ロイヤリティ料率を維持しつつ、

「寄付」という別枠で資金を拠出することで、2006年契約の正当性を死守したのである10。 
●​ 税務メリット: 国公立大学や特定公益増進法人への寄付は、全額または一定限度額まで損金
算入（経費扱い）が可能である37。これにより、実質的なキャッシュアウトの痛みを法人税の節税

効果で緩和できる可能性がある。 



●​ レピュテーションの回復: 「ノーベル賞学者と金銭闘争をする強欲な企業」というネガティブなイ
メージを払拭し、「アカデミア支援に230億円を投じる篤志家」というナラティブに転換することに
成功した。 

●​ 本庶氏の「大義」の充足: 本庶氏は当初から「私の目的は私腹を肥やすことではなく、若手研究
者のために資金を還流させることだ」と主張していた6。大学への基金設立は、この主張と完全

に合致する解決策であった。 

 

 
 

第6章 ポスト・オプジーボの改革：国家と大学の逆襲 
オプジーボ紛争は、日本の政策立案者や大学経営層に強烈な危機感を与えた。「二度と同じ過ちを

繰り返さない」ために、政府主導での抜本的な制度改革が進められた。 

6.1 文部科学省・経済産業省ガイドラインの刷新 

2016年の「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」策定以降、政府は矢継ぎ早に指



針を打ち出した。特に2020年の追補版や2023年の「大学知財ガバナンスガイドライン」では、以下
の点が強調されている38。 

●​ 「組織対組織」への完全移行: 研究者個人が企業と契約交渉を行うことを実質的に禁止し、大
学の産学連携本部が一元的に管理・交渉する体制を義務付けた。 

●​ 知財の適正評価（Value-based Pricing）: 従来のような「かかったコスト（人件費＋材料費）」
の積み上げではなく、その技術が生み出すであろう「将来価値」に基づいた価格設定を行うよう

求めた。 
●​ 資金の好循環: 得られたライセンス収入を、特定の研究者だけでなく、大学全体の研究基盤強
化に再投資するサイクルの構築を求めた。 

6.2 京都大学のガバナンス改革 

当事者となった京都大学では、特に急速な改革が進んだ。 

●​ 専門組織の強化: 産官学連携本部（SACI）の機能を強化し、外部のTLO（TLO-KYOTO）との連
携を密にした。弁護士や弁理士などの専門家を積極的に登用し、契約のリーガルチェック体制

を厳格化した41。 
●​ 「成長戦略本部」の新設: 2024年、従来の組織を統合・再編し、研究成果の事業化と資金獲得
を一気通貫で担う「成長戦略本部」を立ち上げた。これにより、特許出願からライセンス、ベン

チャー創出までをシームレスに支援する体制が整いつつある43。 

 



 
 

第7章 新しい契約の「工学」：公正な利益配分のための技術 
オプジーボの教訓は、精神論ではなく、契約技術（Legal Engineering）の進化によってのみ活かされ
る。今後、日本の産学連携契約において標準装備されるべき条項について詳述する。 

7.1 ティアード・ロイヤリティ（段階的料率）の導入 

固定料率（Flat Rate）の弊害は明らかである。売上が少ないうちは企業負担が重く、売上が爆発した
ときは大学側の取り分が相対的に小さくなる。これを解決するのが「ティアード・ロイヤリティ」である44

。 

●​ 仕組み: 年間売上高に応じて、適用されるロイヤリティ料率が階段状に上昇する。 
○​ 例：売上50億円まで → 3% 
○​ 売上50億円〜500億円 → 5% 
○​ 売上500億円以上 → 8% 

●​ メリット: 企業にとっては開発初期の負担を抑えられ、大学にとってはブロックバスター化した際
のアップサイド（上振れ利益）を確実に享受できる。Win-Winの構造を作りやすい。 



7.2 ウィンドフォール（予期せぬ利益）条項 

契約締結時に想定していた市場規模を遥かに超える利益（ウィンドフォール利益）が発生した場合に

備え、再協議や追加支払いをトリガーする条項である46。 

●​ 価格調整条項（Price Adjustment Clause）: 特定の収益マイルストーン（例：年間売上1兆円）
を達成した場合、自動的に契約条件の見直し協議を開始する旨を明記する。 

●​ ボナンザ条項（Bonanza Clause）: 一定以上の利益が出た場合、その超過分の一定割合（例：
1%）を自動的に追加寄付やボーナスとして支払う条項。オプジーボの和解で実質的に行われた
ことを、最初から契約に組み込んでおく発想である。 

7.3 マイルストーンと一時金の戦略的活用 

ロイヤリティだけに依存せず、開発の進捗（臨床試験の開始、フェーズごとの成功、承認取得）に応じ

て一時金（マイルストーン・ペイメント）を受け取る設計も重要である。これにより、製品が上市に至ら

なくても一定の収益を確保でき、また企業の開発本気度（コミットメント）を担保することができる47。 

終章：信頼と契約の新しいバランス 
オプジーボ特許紛争は、280億円という巨額の和解金によって終結したが、その本質は金額の多寡
ではない。それは、日本の産学連携が「阿吽の呼吸」や「個人の信頼関係」に依存した牧歌的な時代

から、契約と法に基づく「プロフェッショナルな戦略的提携」の時代へと脱皮するための試練であっ

た。 

本庶氏が投じた一石は、波紋となって日本の知財ガバナンス全体を変えつつある。「リスクを取った

者がリターンを得る」というビジネスの原則と、「基礎研究の価値を正当に評価せよ」というアカデミア

の主張は、適切な契約設計（ティアードロイヤリティ等）と強固な組織ガバナンスによって十分に両立

可能である。 

今後、日本の大学と企業が世界で戦うためには、以下の3つの要素が不可欠である。 

1.​ プロフェッショナルな交渉: 感情論ではなく、市場データと法的論理に基づいた対等な交渉。 
2.​ 柔軟な契約設計: あらゆる成功シナリオ（と失敗シナリオ）を想定した、動的でレジリエントな契
約条項。 

3.​ 長期的な信頼関係の再定義: 契約書という「ハード」によって担保された安心感の上に、研究者
と企業の情熱という「ソフト」な信頼を築くこと。 

オプジーボが生み出した最大の「発明」は、がん治療薬そのものに加え、日本のイノベーション・エコ

システムを成熟させるための、苦くとも貴重な教訓そのものであったのかもしれない。 
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